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■国鉄経営の破綻

■国鉄経営が破綻した原因

■国鉄改革（分割・民営化）の目的

　日本の高度成長期を通じ、モータリゼーションの急速な進展などにより、それまでの国鉄中心の輸送構造に大きな変化
が生じました。しかしながら国鉄は、このような時代の変化に即応した経営の改革を行うことができませんでした。このた
め、1964年度に単年度赤字に転落して以来、赤字が続き、1980年代前半には、このまま推移すれば、早晩、運転資金の調
達も困難となる事態が予想され、列車の運行など事業の運営に重大な支障が生じることが危惧される状態に至りました。

　国鉄が輸送構造の変化に対応できず、経営が破綻した
基本的な原因は、公社制度および全国一元組織運営とい
う経営形態そのものに内在する構造的なものでした。

　国鉄改革は、経営形態そのものを抜本的に改革することにより鉄道を再生し、国民生活充実のための重要な手段として
の役割と責任を十分に果たすことができるようにすることをめざしたものでした。

全国一元組織の問題点
①経営の限界を超えた巨大組織
②画一的な運営
③各地域や各事業部門間の依存関係
④競争意識の欠如

企業環境の変化に的確に対応できなかった

経営の破綻

公社制度の問題点
①外部からの干渉
②経営の自主性の喪失
③不正常な労使関係
④事業範囲の制約

国鉄改革と完全民営化

国鉄改革の概要

■国鉄改革の方法とその主な内容
経営形態の変更
　公共企業体の下における全国一元経営を、図のような地域別・事業別の民営会社等に分割しました。
国鉄と新会社（JR各社等）の関係等
・ 新会社は国鉄の全額出資の特殊会社として設立され、国鉄より定められた資産・債務などを承継しました。その後、国鉄

は国鉄清算事業団「以下（事業団）」に移行しました。
・ 新会社は事業運営に必要最小限の資産と、将来にわたり事業を健全に経営できる限度の債務を承継し、新会社が承継

するものを除く資産と債務は、事業団に引き継がれました。事業団に引き継がれた資産は逐次売却され、事業団に残さ
れた債務の処理に充てることとされました。

・ 新会社は、鉄道事業に必要な要員規模を2割程度増した職員数を、国鉄が作成した名簿に基づいて採用し、新会社に採
用されなかった職員は事業団において3年間の雇用対策を行い、再就職させることとしました。

・ 国鉄が経営していた各新幹線は、建設時期の違いなどから、資産額と収益力が一致していませんでした。この格差を是
正するため、新幹線鉄道施設は新幹線鉄道保有機構が一括保有し、JR東日本・JR東海・JR西日本が各新幹線の利用度に
応じて使用料を負担することとしました。（なお、各新幹線は、JR株式の円滑・適切な売却を可能とする環境整備を図るた
め、1991年10月にJR東日本・JR東海・JR西日本が買い取りました。）

・ 収益力の低いJR北海道・JR四国・JR九州に、経営安定基金を設定し、この基金の運用益で営業損失を補填することとさ
れました。

・ 新会社の経営の自主性を確保するため、できうる限り早期に全株式を売却し、純民間企業とするとともに、会社に対する
国の監督・規制も国鉄時代や他の特殊会社（NTTなど）と比べて、穏やかなものとしました。
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日本国有鉄道

日本国有鉄道清算事業団

新幹線鉄道保有機構

日本貨物鉄道株式会社

鉄道通信株式会社

鉄道情報システム株式会社

(財)鉄道総合技術研究所

旅客鉄道株式会社（６社）
　(1)北海道旅客鉄道(株) （ＪＲ北海道）
　(2)東日本旅客鉄道(株) （ＪＲ東日本）
　(3)東海旅客鉄道(株) （ＪＲ東海）
　(4)西日本旅客鉄道(株) （ＪＲ西日本）
　(5)四国旅客鉄道(株) （ＪＲ四国）
　(6)九州旅客鉄道(株) （ＪＲ九州）

バス会社（５社）
（1）ジェイアールバス東北(株) （ＪＲ東日本）
（2）ジェイアールバス関東(株) （ＪＲ東日本）
（3）ジェイアール東海バス(株) （ＪＲ東海）
（4）西日本ジェイアールバス(株) （ＪＲ西日本）
（5）中国ジェイアールバス(株) （ＪＲ西日本）

（1）長期債務等の処理
（2）資産の処分
（3）職員の再就職促進（臨時）

［バス事業の経営分離］
（88年４月）

■国鉄長期債務等とその処理（国鉄改革時）
　新会社は、事業の遂行上必要最
低限の土地等の資産を引き継ぐと
ともに、最大限の効率的経営を行
うことを前提として、当面収支が均
衡し、かつ将来にわたって事業を健
全に経営できる程度の長期債務等
を負担することとされました。

その他（16.4）

本州在来線公団施設債務（1.2）

上越新幹線施設債務（1.8）

青函トンネル等施設債務（1.5）

清算事業団 （２５．５）

新幹線鉄道保有機構（５．７）

ＪＲ各社（５．９）
(北海道、四国、九州および総研を除く）

国民負担（１３．８）

（22.7）

長期債務等の総額（３７．１）

国
鉄
長
期
債
務 

（25．１）

そ
の
他
の
債
務 

（7.6）

 （4.5）

鉄
建
公
団

債
務

債務承継区分（３７．１） 償還財源（３７．１）
（単位：兆円）

土地売却収入（７．７）

株式売却収入（１．２）

(清算事業団へ償還）
（2.9）

新幹線鉄道保有機構
（５．７）

（ＪＲ負担）（５．９）
（１４．５）

本州旅客会社･貨物会社等
資産見合分（4.8）

東北･東海道･山陽新幹線
資産(簿価）見合分（3.9）

新
幹
線
リ
ー
ス
料

Ｊ
Ｒ
負
担年金負担等（５．０）

３島基金（１．３）
本四公団債務（０．６）、

雇用対策費（０．３）、その他（０．４）

 (注） 数字は端数処理の関係で合計と一致しないところがある。

長期債務

■国鉄長期債務（国鉄清算事業団負担分）の構成および負担割合

有利子債務  16.0兆円

資金運用部・簡保の繰上償還による金利負担軽減
2,500億円程度

利払費
6,600億円程度

元本償換
4,000億円程度

共済年金追加費用、
恩給負担、業務災害補償費
3,400億円程度

（注1） 1998年度から2002年までの5年間とする。
（注2） たばこ特別税は、林野分355億円を含め、2,600億円程度。
（注3） 有利子債務および無利子債務の元本を60年で処理するために必要な額。
（注4） 最終的には、年金負担が縮小していくことに伴い確保される財源等により対応。 （出典：日本鉄道建設公団資料）

JR等社員以外の
厚生年金移換金　360億円程度

JR等社員の厚生年金
移換金　240億円程度

郵貯特会から特別繰入れ　2,000億円程度

（注2）

（注1）

（注4）（注3）

たばこ特別税の一部　2,245億円程度

一般会計の歳出・歳入両面にわたる努力
3,855億円程度

一般会計からの国庫補助金　650億円程度

土地・株式等の資産処分収入　3,110億円程度
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JR等が負担
（政府案の1/2）

無利子債務  8.1兆円

総計 28.3兆円 処理に要する額 財源（総額 1兆4,600億円）

年金等負担金 3.4兆円

厚生年金移換金（JR等社員以外の分）
4,100億円

厚生年金移換金
（JR等社員分の1/2）
1,800億円

国鉄清算事業団解散時
国鉄長期債務（国鉄清算事業団（現独立行政法人鉄道建設･
運輸施設整備支援機構国鉄清算事業本部）負担分）の処理のための財源（通年ベース）

国
鉄
改
革
時
よ
り
の
長
期
債
務

国
鉄
改
革
後
に

発
生
し
た
債
務

後年度の国民負担　120億円程度
JR等負担　120億円程度（政府案の1/2）
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ＪＲ北海道 12,720
ＪＲ東日本 82,470
ＪＲ東海 21,420
ＪＲ西日本 51,540
ＪＲ四国 4,460
ＪＲ九州 14,590
ＪＲ貨物 12,010

(小計） 199,190

新幹線保有機構 60
鉄道通信 570
鉄道情報システム 280
鉄道総合技術研究所 550

合計 200,650

（1） 地元追加採用（87.6) 
 ①ＪＲ北海道 280
 ②ＪＲ九州 410

ＪＲ追加採用 2,300

（計） 690

（2） ＪＲ各社広域採用 
 ①第１次(87.8) 940
 ②第2次(89.4) 640
 ③第3次(90.4) 30

（計） 1,610

86年４月１日 90年４月１日87年４月１日

日本国有鉄道
277,020

希望退職者 39,090
(特別退職金10ヶ月分加算）

一般退職者 6,300

公的部門転出者 7,320

（計） 52,710

86
年
度
中
の
退
職
者

JR以外へ就職 3,450

雇用対策対象者 1,890

解雇 1,050

辞職 840

本来業務職員 2,510

再就職先内定者 11,250

退職前提休職 2,280

再就職先未定者 7,630

（計） 23,660

清
算
事
業
団

（注）１０人未満を四捨五入して表示したため、計が合わない場合がある。

（単位：人）

　国鉄改革当初より、JR旅客6社（北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州）およびJR貨物については、「国鉄改革のため
の基本方針について」（昭和60年10月11日閣議決定）により、「経営基盤の確立等諸条件が整い次第、逐次株式を処分
し、できる限り早期に純民間会社にする」という方針が定められていました。
　この方針に基づき、JR本州3社は、2001年12月に様々な規制を定めた「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会
社に関する法律（JR会社法）」の適用対象から除外されました。
　これに引き続き、2002年6月21日をもって、当社株式の全てが民間に売却されたことにより、名実ともに当社の完全民
営化が達成されました。

国鉄職員の雇用問題

完全民営化




